


地域に根差すために、
幅広い活動を続ける
不動産会社。

子供の頃からあった、
将来は独立したいという気持ち。

ても家族がリビングにずっといられるようにという理由からで
す。また、子ども部屋を頻繁に使う期間は中学・高校の５～６
年ぐらいなので、まずは広めに作ってその期間だけ間仕切り
で分けるというのもいいですよ、とお伝えしています。自宅も
そういう視点で作っていて、家族がリビングで過ごすのが理
想だと、リビングと主寝室以外にはエアコンをつけていません。
自宅では自分の部屋にいても夏は暑く、冬は寒いので、子ど
もたちはほとんどの時間を居心地のいいリビングで過ごして
います。個室が子失になってはだめだと思います」と教えてく
ださいました。

　「いざ不動産を相続するとなってもだれに相談していいか分
からないという人がほとんどなんです。そういった中で、ラジ
オでの情報発信は有効だと感じています。CMではなく、実
際に対応した案件などを分かりやすく喋って伝えることで、『こ
ういう時は不動産会社を頼ればいいんだ』と感じてもらえる
こともあると思います。相続というと、銀行、税理士、弁護
士などが浮かぶかもしれませんが、それぞれは不動産相続に
特化したプロというわけではありません。例えば、2022年4
月19日に判決が下された『タワマン節税』が認められなかっ
た判例。路線価の適用を例外とし、鑑定評価額が採用される
こととなりました。この結果からも、今後は不動産コンサルタ
ントの需要は高まっていくでしょう。相続した不動産をどう活用
していくかを考えるのは不動産会社が最適だと考えています。
　空き家問題については、大阪宅建協会泉州支部の『まちづ
くりのための自治体対応プロジェクトチーム』のリーダーを引
き受け、泉州エリアにある11市町村と連携して活動していま
す。空き家はトラブルを引き起こすほか、増えてしまうと不動
産価値の低下や地域が疲弊していくことにもなってしまいます。

空き家の原因の多くは、相続のスキームがうまく流れていな
いから。建築や不動産取引で培った知識を活用しつつ、自治
体が主催する相談会への協力、コンサルティング業務などに
関わりながら、地域に役立つことを考えてしていきたいです」
とのこと。現在は、不動産コンサルティングマスターや宅地
建物取引士などをはじめ、10以上の資格を取得。大阪宅建
協会研修インストラクター長、不動産相続の相談窓口の関西・
中四国支部長や特別講師、（公財）不動産流通推進センター
の講師など、活躍の場も増やされています。

「約20年前に不動産商圏の講習を受けた時、このままでは、
地場の不動産会社は町の自転車屋さんや電気屋さんみたいに
なってしまうと言われました。単に売買や賃貸をこなすだけで
はなく、経験やノウハウを活かしながらやっていかないと、大
手や他業界からの参入に負けてしまって生き残れないという
ことなんです。確かにそうだなと思って、地域の不動産会社
として何ができるかというのは常に考えながら行動を起こして
います。講演の機会をいただければもちろん受けますし、お
金儲けはほどほどでもよくて、嫌い・苦手でも人や地域に役
に立つことはしないよりやるほうがいい。『宅建タレントみた
いな人おったな』と何かの形で残ったらそれもいいですね。
　また、新たなソリューションを生み出すために、国土交通省
の採択事業にエントリーするなど、何でも挑戦しています。あ
とは地域に根差して不動産業をやっていくといっても、他エリ
アや他業界、トップコンサルタントの方々にもお会いして『井
の中の蛙』にならないように心掛けています。地域貢献とコ
ンサルタントを軸に、宅建士がメインストリームに入っていけ
るひとつのムーブメントになりたいし、それができたら面白い
と思います」と力強く語ってくださいました。

「日々是精進」をモットーに。

地域に役立つために、
相続や空き家のリアルを発信。

■ 会社DATA

株式会社エスクリエイト 岸和田市

株式会社エスクリエイト
代表取締役　笹倉 太司
岸和田市別所町 3 丁目10-3 エスクリエイト本社ビル１Ｆ
事業内容：分譲住宅・注文住宅の建築、中古住宅・マンション・
土地の購入売却、不動産全般（売買・仲介・賃貸・買取り）、
建築・分譲・設計・管理各種リフォーム（住宅・店舗）、不動
産相続のコンサル・賃貸管理・収益物件の各種ご相談など
https://screate-sensyu.co.jp/
https://fudousansouzoku.jp/

「業界歴は25年以上になりましたが、今でもセミ
ナーなどには積極的に参加して最前列に座り、講
師の話にはうんうんと反応します。学ぶことも目的
ですが、こうすることで講演後に名刺交換に行くと
『あの最前例の！』とすでに認識してもらえますよ」
と、セミナー参加時のポイントを教えてくださった
笹倉代表取締役。

独立志向はあったものの、不動産業界に身を置くことは想定していなかったとい
う笹倉太司代表取締役。今回は、業界に入ったきっかけや、自社で展開されてい
る注文住宅への想い、現在力を入れているという不動産相続コンサルタント、
空き家問題への取り組みについてなどを語っていただきました。

「子供の頃から、独立志向がありました。社長になるという
より、人に何かを言われてやるというのが嫌、という性分と
いうのが大きかったと思います。父が岸和田で設計事務所を
開いており、それも影響のひとつでした。父には『不動産、設計、
建設はやるな』と言われていて、他の分野で独立しようと考
えていました」と笹倉氏。大学卒業後は実家を離れ、大阪の
商社に入社されました。「３～４年働いて、独立する予定でした。
そのような中、入社１年目の年に父がガンに侵されていること
が分かり、その半年後に亡くなりました。私は3人兄弟の長
男なのですが、全員が実家を出ている状況。母がひとりになっ
てしまったので、長男である自分が商社を辞めて、岸和田に
拠点を移すことにしました。商社での在籍期間は予定より短く
なってしまいましたが、入社１年後には営業で全国１位という
成績を残していたので、迷わず転職しようと思うことができま
した。父には来るなと言われていましたが、周りの方々からお
誘いを受けて、不動産業界に身を置くことを決意したんです。
興味があったわけではありませんでしたが、幼少期から父に
連れられて、設計に関わった住宅や店舗を見てきました。後
世に形として残る仕事の魅力というのは、自然に刷り込まれ
ていたのかもしれません」と不動産業界に入ったきっかけを教
えてくださいました。
　退職後は、開発や建築などをマルチに展開している不動産

会社で１年半、住宅販売会社で１年半修業をされたのち、
1996年に株式会社エスクリエイトを岸和田の地で創業されま
した。当時、カタカナのみの社名はこの業界では少なかった
そうですが、SPEED、SMART、SPECIALなどのSから始ま
る様々な意味を持たせ、それらを不動産という枠にとらわれ
ずクリエイトするという意味が込められています。そして、社
名の通り現在は不動産取引や建築のほか、不動産相続コンサ
ルタント、セミナー講師、ラジオのパーソナリティーなど、活
躍の場を広げていらっしゃいます。

　おしゃれな家づくりをしたいと考えていたそうですが、建築
そのものを学ばれたことはありませんでした。「色々と検討し
ている中、ミサワホームの創業者である三澤千代治氏が代表
を務める『HABITA ２００年住宅』というブランドに出会い、
デザインや環境への配慮などに惹かれてFCに加盟しました。
『IE LAB♡』は弊社の住宅建築オリジナルブランド。泉州地
域におしゃれで家族みんなが集える住宅をという思いで展開
しています。10年ほど前からこの考えでやってきましたが、
以前と比べると“家族と家で楽しく過ごしたい”という方が
一気に増えましたね。例えばリビングで提案しているのは、
食事スペース、ソファなどのくつろぎスペース、ワークスペー
スなど３～４カ所に分けるということ。これは、来客などがあっ

家族が自然と集える注文住宅を目指して。
住宅建築部門「IE LAB♡」。

ダウンライトが上手に取り入れられた、開放感たっぷりのモデルハウス。各スペース
では思い思いの時間が過ごせそうです。
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1-2 …  特集　今月の活躍会員のご紹介

3 …  国土交通大臣表彰を受賞

4-8 …  業界の「いま」を知る　
大阪宅建☆ハイライト

5-6 … Osaka Metroとの“まちづくり対談”
を開催

9-10 … 第２回不動産業務研修会のお知らせ

11-13 … たくっちの実務ノート
不動産取引Q＆A

13-14 … 不動産流通関連サイトのお知らせ

14 … ハトサポBBが正式オープン

15 … 苦情申出処理報告書・苦情解決処理集
計表・本部相談受付件数

16 … 名探偵たくっちVol.35　
～浮き出し迷路の謎～

16 … 部落差別規制条例の啓発推進月間

裏表紙 … GLセミナーのご案内

神丸副会長及び長尾専務理事が国土交通大臣表彰を受賞

　宅地建物取引業に永年精励するとともに関係団体の役員として地方業界の発展に寄与した功績が認められ、

当協会の神丸　豊副会長（東大阪八尾支部）及び長尾　敏春専務理事（北摂支部）が国土交通大臣表彰を受賞され、

表彰式が７月11日（月）に国土交通省で行われました。

　ご受賞おめでとうございます。

神丸　豊　副会長 長尾　敏春　専務理事
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

　見渡す限りの晴天に恵まれた７月１日（金）正午、大阪府宅建会館前に集合した総勢65名の参加者が、
視察先である兵庫県たつの市を目指して、続々とバスに乗り込みました。
　兵庫県たつの市龍野地区は、武家屋敷や醬油蔵等の歴史が残るレトロな街並みとして“重要伝統的建造
物群保存地区”に選定される一方、古民家をリノベーションした店舗が６年間で30軒以上出店する、暮
らしと観光が共存する新しいスタイルのまちとして注目されています。

　はじめに、参加者は醤油蔵を改修した「ゐの劇場」を訪れ、市民出資のまちづくり会社㈱緑葉社の畑本
康介氏から、住民の暮らしと観光を共存させるゾーニングの考え方を学び、㈱エンジョイワークスの松
島孝夫氏が紹介する、投資型クラウドファンディングによる「新しい不動産業」の事例に耳を傾けました。

エリアリノベーションスクールinたつの市を実施しました

　さらに、フィールドワークとして、医院・古民家をリノベーションした「旧中川邸」（多世代交流カフェ）、
「kurasu」（一棟貸しホテル）等、まちの活性化の実践例を視察し、共通の価値観を持った土地の共同購入
者同士のコミュニティごと宅地分譲を行う「ヴィレッジ」候補地に足を運ぶことで、不動産価値の最大化
への取組みを体感しました。道中、商店主直々にまちの魅力や歴史を語っていただく光景が随所で見られ、
参加者にとって、自社エリアへのアレンジや着眼点について考えを深める貴重な機会となりました。

　2018年から大阪宅建協会が開講するエリアリノベーションスクールは、府下各地域におけるエリアリ
ノベーションに必要なキーパーソンの育成を目的としており、参加者には研修・現地視察・体験型ワー
クショップから得た気づきを、実践のための「きっかけ作り」や「経験の場」として役立てていただくべく、
会員支援事業の一環として実施しています。
　今後も、大阪宅建協会では、「会員のネットワークづくり」のための事業を積極的に推進してまいります。

エリアリノベーションスクールinたつの市を実施しました
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　大阪宅建協会は７月11日に大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）とOsaka Metro本社（大阪
市西区）で、包括連携協定によるエリアリノベーション事業を推し進めるために、まちづくりをテーマに
対談を行いました。
　当協会からは、高村 永振 会長とエリアリノベーション事業を所管する会員事業推進委員会担当副会長
の荒木 均 副会長に加え、包括連携協定の立ち上げ時から協力されている丸順不動産株式会社（なにわ阪
南支部）の小山 隆輝 氏が出席し、Osaka Metro側は堀 元治 常務取締役と交通事業本部営業部の徳永 
佳子 営業部長、同部まちづくり推進課の石本 素史 課長、浦田 周兵 係長、森田 くるみ 氏が出席しました。
　本提携事業開始以降、当協会会員から情報提供で空き家利活用の企画提案に至った物件の進捗状況を
確認し、遊休不動産の有効活用とこれからのまちづくりについて意見を出し合いました。

Osaka  Metroとの“まちづくり対談”を開催

 対談内容 
Osaka Metro：

　鉄道を核にした生活まちづくり企業を目指し、利用者のニーズに合わせて移動もパーソナル化させ
る『都市型MaaS構想』を立ち上げるなど、交通事業の価値を高めるために地域密着を重視しています。
本エリアリノベーション事業を足がかりに、もっと大阪の街に貢献していきたいです。５月に受賞し
た国土交通省の『まちづくりアワード 特別賞』受賞も、この方向性が間違っていないことを確信する良
いきっかけになりました。

丸順不動産株式会社の小山氏：
　独自でエリアリノベーションを18年前からしていますが、御堂筋線沿線の西田辺から昭和町のエリ
アでは、古い建物を利活用するという考えが広まったことを実感しています。“まち目線”を持ってい
る入居者を見つけ、外からの力ではなく、そこで暮らす住民の皆さんの自発的・内発的な街の活性化
を目指し、そこにつながるような仕掛けが大事だと思っています。
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第３回理事会・幹事会合同会議　報告　　　
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第３回理事会･幹事会合同会議

【日時／形式】
７月28日（木）15時30分～
Web会議「Zoom」

【審議事項】
◆TAKTAS.新旧役員ジョイント機関の設置に関す

る件
　原案どおり承認

◆「空家の利活用支援」の取組みに関する件
　原案どおり承認

【報告事項】
◇ハトサポBB
◇新入会員承認
◇廃業等による会員資格喪失者
◇令和４・５年度名誉役員委嘱
◇長期会議開催日程等
◇各委員会報告
◇全宅管理報告

大阪宅建協会：
　エリアリノベーションという手法がもっと当協会の会員に広まって、それぞれの地域で活躍する会
員を増やしていくことを目標にしています。当協会のネットワークを活かして今後もモデルケースと
なるような物件を提供できるよう、引き続き積極的に取り組んでいきます。

■物件募集中
　引き続き、Osaka Metroと当協会で、地下鉄沿線地域の活性化の取組みの１つとして、遊休不動産
活用（空き家活用）をするべく、物件を募集しております。
　御堂筋線『長居』・『西田辺』・『あびこ』周辺エリアで、空き家で困られているオーナーをご存知でし
たらご紹介ください。

　担当窓口：06－6809－4461（山下・阪西）
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新入会員（2022年６月度）　
支　部 商　号 氏　名 免許番号
新大阪 ㈱ROKUMARU 坂 口 　 泰 守 ①63624

北

アイアールシー㈱ 三 好 　 慶 司 ①63586
甘蘭㈱ 佐 藤 　 玲 ①63548
ユニックスイノベーション㈱ 福 田　 幸 太 郎 ①63593
日本トップ不動産㈱ 岡 田 　 耕 三 ①63496
㈱TSUBOMI 瀧 本 　 勇 人 ①63590
㈱bloom 髙 橋 　 一 生 ①63605

中央

㈱ヴィーナス 若 林 　 宏 明 ①63570
ラックエステート 林 田 　 忠 人 ①63647
TWICE㈱ 鶴 見 　 友 亮 ①63636
㈱RONDINE 白 　 燕 ①63550
㈱テンポレップ 佐 坂 　 圭 脩 ①63599
藤井建設㈱ 藤 井　 謙 太 郎 ①63646
㈱クロレ 北 川 　 主 治 ①63665
亘未㈱ 蔡 　 明 瀅 ①63522

西

㈱mieux up 向 　 麻 希 ①63643
ライズインフィニティ㈱ 横 浜 　 純 ①63622
㈱アクミエステート 森 野 　 巧 ①63638
㈱シンユウ 新 留 　 洋 一 ①63608
㈱セントライズ 横 山 　 征 司 ①63694
㈱全国社宅管理サポート 田 部 井　 宏 之 大臣①10136　　

なにわ京阪
㈲大西商会 大 西 　 義 則 ①63621
アヴニール㈱ 井 谷 　 真 弓 ①63662
㈱Monochro 小 嶋 　 勇 輝 ①63672

なにわ東
㈱叶 新 町 　 裕 子 ①63657
㈲蜂須賀 蜂 須 賀　 健 之 ①63532
㈱あかね不動産 池 嶋　 あ か ね ①63614

なにわ阪南
P&P line㈱ 岩 本 　 拓 也 ①63607
㈱インフィニティー 藤 井 　 徹 也 ①63554
ISM㈱ 新 海 　 真 人 ①63706

北摂 ピュアティー㈱ 南 木 　 明 ①63775

北大阪
KVELL㈱ 安 松 　 太 一 ①63661
㈱TMNY HOME 西 埜 　 貴 也 ①63641
㈲新川ビル 小 宮 山　 佑 子 ①63671

京阪河内
日昇産業㈱ 太 田 　 守 ①63626
㈲由良不動産 由 良 　 和 豊 ①63685
㈱ハウストップ 山 口 　 和 彦 ①63540
㈱フォワードBHL 藤 倉 　 智 志 ①63720

南大阪 丹下工業㈱ 丹 下 　 尚 久 ①63655

堺市

ラピスグランデカーサ㈱ 大 石 　 正 夫 ①63627
㈱アンビ 篠 澤 　 啓 示 ①63693
TOR不動産㈱ 中 村 　 竜 大 ①63697
不動産インフォメーション㈱ 田 中 　 俊 輔 ①63707
㈱サトル 松 本 　 臣 悟 ①63611

泉州 ㈲リーガルオーシャン 鈴 木 　 清 美 ①63678
・2022年６月入会時点の情報です。
・2022年６月末現在の会員数は　正会員8,405名　準Ａ　651名　準Ｂ　5,350名
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新入会員（2022年７月度）　
支　部 商　号 氏　名 免許番号

新大阪 ㈱ICプランニング 今 村 　 昌 子 ①63301
㈱MIRIS不動産 加 島 　 祥 江 ①63679

北

Link Realty㈱ 米 須 　 雄 二 ①63696
㈱家スク 田 端 　 梓 ①63658
㈱エステートベイ 池 田 　 龍 志 ①63695
㈱TDC不動産 沼 本 　 義 大 ①63596
雅美建設㈱ 寺 西 　 信 雅 ①63617
㈱つばめ急便 石 原 　 修 ①63692

中央

㈱RETART 髙 田 　 亮 介 ①63713
日本広納㈱ 陳 　 旭 洲 ①63716
栗本建設工業㈱ 岩 崎 　 光 延 大臣⑩3280  　　
㈱CocoMeRu 福 井　 良 太 郎 ①63726
㈱エビス 茂 山 　 貴 成 ①63744
㈱拓宅不動産 芮  　 汪 林 ①63769

西
いろは商事 神 﨑 　 健 介 ①63606
Az Works不動産 木 村 　 航 ①63689
㈱華豊ホーム 李 　 平 ①63743
㈱アセットイノベーション 成 田 　 圭 希 ①63789

なにわ南 （同）サニールーム 北 野　 ま ゆ み ①63756
なにわ京阪 松原住宅㈱ 森 岡 　 義 徳 ①63708

エス・ティー・サービス㈱ 植 田 　 規 生 ①63538
なにわ東 ㈱オーロ不動産 高 山 　 昌 弘 ①63760

北摂
ランプ㈱ 久 保 　 敏 子 ①63691
㈱プラグロウ 大 前 　 雄 哉 ①63749
㈱響ESTATE 佐 々 木　 大 輔 ①63741

北大阪
アールネット事業協同組合 岩 本　 真 紀 子 ①63634
㈱難波ホーム 難 波 　 善 一 ①63738
（同）みやびエステート・パートナーズ 今 福 　 孝 之 ①63734
㈱T・Works 田 中 　 宏 典 ①63748

京阪河内 ㈱ジェネラルエステート 古 和 利　 竜 児 ①63808
ラニカイ　アネラ 西 田 　 光 一 ①63723

東大阪八尾 ㈱ハウスオーシャン 宮 坂 　 豪 ①63767
山田企画 山 田 　 昌 弥 ①63814

南大阪 リバーステート（同） 山 口 　 啓 二 ①63762
堺市 T'sテック㈱ 竹 中 　 敬 之 ①63739

アイホーム不動産 榎 本 　 弘 一 ①63765
泉州 いずみのエステート 田 中 　 美 和 ①63727

プランニングスタジオ 家 村 　 忠 雄 ①63755
・2022年７月入会時点の情報です。
・2022年７月末現在の会員数は　正会員8,429名　準Ａ　649名　準Ｂ　5,353名

※最新の会員情報は、大阪宅建Webサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。
　　　　　　　         　　　　        大阪宅建Web会員検索トップページ→
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この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規程に定められた受講
義務のある実務研修会です。

研 修 会 形 式  ：  Web研修　（Web動画配信による研修会）　【全体約102分】

 【研修の目的】      
LGBTを例とした性的マイノリティを取り巻く社会
環境は大きく変化しており、国・自治体のみならず
企業においても支援の取組みが増加しています。宅
地建物取引においても適切な対応が求められるた
め、ケーススタディや大阪府の条例を取り上げ、事
業者として果たすべき責務について解説します。

①「LGBT」って、なに？
・LGBTとは　・LGBTを取り巻く社会環境
②性的マイノリティに対する理解・支援が進んでます！
・国、自治体、企業等の施策
③ケーススタディで学ぶＬＧＢＴのお客様との対応につ

いて
・宅地建物取引における事例解説
④宅地建物取引業者の皆様に、ご理解・ご協力をお

願いいたします！
・大阪府条例、最近の人権問題事象、宅地建物取引

業人権推進員養成講座について

【研修の目的】     
「不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）」及
び「表示規約施行規則」が令和4年9月1日に改正施行
されたことに伴い、不動産広告の表示事項に追加・
変更が行われた点について、過去の違反事例・相談
事例を交えながら解説します。

①不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則
　の改正について
・追加された項目、変更された項目
②実際に指摘を受けた違反事例の紹介
・インターネット広告における違反事例
③よくある相談事例
・表示規約の規制を受ける範囲
・所要時間計測の起点　等

●動画視聴期間／令和４年10月10日（月）午前０時～ 11月11日（金）午後11時59分（※）
●受 講 方 法／大阪宅建協会Webサイト（https://www.osaka-takken.or.jp/）の会員ページより
　　　　　　　　Web研修サイトにログインして研修動画を視聴（確認テスト回答で受講完了）
●受 講 料／会員（正会員・準会員Ａ・準会員Ｂ・会員業者にお勤めの従業者）は無料

[ 主催 ] （一社）大阪府宅地建物取引業協会 
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

LGBT って、なに？
～宅建業者として知っておくべきこと～

（約42分）
第１部　

不動産広告の表示規約改正と最近の
違反事例・相談事例について

（約60分）
第２部　

※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません。（初回視聴時は早送り不可）
　期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。
※研修期間終了間際は回線が混み合う可能性があります。
※パソコン故障やインターネット回線不具合による受講ミスのないように、余裕をもって受講完了して下さい。
※平成30年４月から、宅建業法違反会員に対する処分を審議する際に、不動産業務研修会未受講者は、処分を

加重することとなりました。具体的には、過去３年間に60％以上の受講率がない場合に処分を加重します。

インターネット環境のない会員・会員以外 ： 研修動画上映会へ出席（確認テスト有）  
研修動画上映会申込書を所属支部にFAXして下さい。

全宅連のWebサイトより研修動画を視聴されても
大阪宅建の受講履歴がつきません。
必ず大阪宅建協会Webサイトよりご視聴下さい。

     令和４年度  第２回  不動産業務研修会
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※ご所属の支部にFAXしてください。ご受講いただけない場合のみ、所属支部からご連絡します。

研修動画上映会申込書

受講理由に○をつけてください。　 受講日 11月４日（金）

所属支部

 商号または名称

 出席者

 （区　分）　    正会員       準Ａ       準Ｂ       従業員

 TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX：

会員ページ用のユーザー名とパスワードが必要です。
(わからない場合は所属支部へお問合せください)

〔会員ページへ〕
①トップページ右上の“会員ページ”ボタンを押す。
②ユーザー名とパスワードを入力してOKボタンを押す。

  

〔Web研修サイトへ〕
①会員のページの“Web研修サイト”のボタンを押す。
②Web研修サイトでは、受講する人の選択が必要です。
　正会員、準会員A、準会員B、その他従業員の中で該当

するものを選択して“ログイン”ボタンを押してくださ
い。

　（研修受講者区分がわからない場合は、所属支部へお問
い合わせください）

理 由 〔 インターネット環境なし・パソコン等故障・業務上の都合・その他（   　　　　　　　　　）〕

大阪宅建協会Webサイト　https://www.osaka-takken.or.jp/

研修動画上映会

Web研修受講方法

研修動画上映会

Web研修受講方法

日時：令和４年11月４日（金）
　　　　13：30 ～ 16：00　終了予定 （13：00～受付）
会場：大阪府宅建会館　２階会議室（大阪市中央区船越町２－２－１）
内容：①Web研修についての説明　　②研修動画上映　　③確認テストとアンケート記入
定員：50名
　　　※ご都合が合わない場合は、本部までご相談ください。
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   不動産取引Q＆A　～ たくっちの実務ノート ～

賃貸人が、賃貸建物の漏水事故の点検のために、賃借人の室内に立ち入ることを何度も要
請したが、賃借人は頑なに拒んでいる。このままでは建物に傷みが生じるおそれがある。

Question

事　実　関　係
　当社は賃貸の媒介兼管理業者である。管理しているアパートの１階の部屋の入居者から、台所に上階
からの水漏れがあると当社に連絡があった。当社は、賃貸人に連絡し、賃貸人とともに当該部屋を点検
したところ、大量ではないが天井付近から水がしみ出しているのを確認した。壁には水漏れの跡はなく、
雨漏りではないと判断した。アパートは建築後25年以上を経過している建物で、１、２階は同じ間取り
なので２階に通ずる給水管の腐食または継ぎ手に不具合があると推測された。
　賃貸人から依頼を受け、当社は水道修理業者に相談したところ、建物の配管図から判断すると、２階
の台所付近の給水管を点検する必要があり、点検するためには２階の床の一部を剥す必要があるとの見
解であった。
　当社は、２階の賃借人に対し、水漏れの状況を説明し、点検及び修繕のために室内に立ち入る旨の承
諾を求めたが、賃借人は、調査や工事は１階の室内又は外壁からできるのではないかと言い張っている。
翌日、工事業者だけが室内に立ち入ることで、再度、賃借人に点検の協力を申し入れたが、賃借人は、
頑なに室内へ立ち入ることを拒否している。

賃借人が賃借建物の修繕要求を拒否したときに、賃貸人は、
賃貸借契約を解除することができるか。

Answer
１．結　論
⑴質問１. について ― 賃貸人が、賃借建物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は、

原則、室内への立ち入りを拒むことができない。
⑵質問２. について ― 賃借人が、正当な理由がないにもかかわらず、修繕のための室

内への立ち入りを拒否したときは、賃貸人は、契約を解除できる場合がある。

１．賃借人は、賃貸人が賃借建物を修繕するための室内への立ち入り
　を拒否することができるか。

２．賃借人が、修繕のための立ち入りを拒否し続けた場合、賃貸人は、
　　賃貸借契約を解除することができるか。
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民法第415条（債務不履行による損害賠償）
①債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の
賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者
の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
○同法第541条（催告による解除）
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない
ときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上
の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
○同法第606条（賃貸人による修繕等）
①賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必
要となったときは、この限りでない。
②賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

参 照 条 文

⑴  ⑵について
　賃貸人は、賃貸している建物の使用収益を妨げる損
傷や不具合等を解消するために修繕、あるいは建物の
保存・維持に必要な工事をする場合がある。建物内部
を修繕するには、賃借人が入居している建物内に立ち
入る必要もある。建物内に立ち入るときは、賃貸人は、
賃借人に対して、事前に立ち入ることの承諾を求め、
賃借人の同意の上、工事をすることになる。法律上、「賃
貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義
務を負う」（民法第606条第１項）とされ、賃借人の賃借
目的の使用収益に支障があるときは、修繕する義務が
ある。また、賃貸人は、必要な修繕をしないまま賃貸
物を放置すると損傷の拡大や過大な修繕費用の負担が
生じることが危惧される。建物の損傷が広がれば、建
物価値の減少を引き起こしかねない。
　賃貸人が建物修繕の意向があっても、室内を他人に
見られたくない等の理由で、賃借人が立ち入りを拒否
することがある。しかし、賃借人は、「賃貸人が賃貸物
の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、
これを拒むことができない」（同法第606条第２項）こと
が規定され、修繕に応じる義務がある。裁判例では、「賃
貸物保存行為に対する認容義務は、賃貸借関係におけ
る賃借人の義務としては、附随的なものであることは
明かであるが、賃借人の賃借物保管義務に関連を有す
る」と賃借人の容認義務を認めたもの（【参照判例①】参
照）、「賃貸人が協力を要請する調査や工事が本件建物

の保存に必要と認められるにもかかわらず、賃借人が
これを正当な理由なくして拒むときは、本件賃貸借契
約上の債務不履行を構成する」と賃借人の債務不履行

（同法第415条第１項）を断じたもの（【参照判例②】参
照）がある。賃借人が建物修繕に協力しない債務不履行
により、建物の損傷が進行し、そのために修繕費用が
初期段階の修繕費用を上回ったときは、賃貸人から損
害賠償を請求されることも考えられる。
　賃借人が建物の保管義務に違反したとき、または、
賃貸人の保存行為を拒絶する行為は、賃借人の受忍義
務違反であり、「賃貸人との信頼関係を破壊し、契約関
係の継続を著しく困難ならしめる程度の不信行為に当
たる」と賃貸借契約の解除事由と判断されれば、賃貸人
からの契約解除ができると解している（【参照判例②】参
照）。
　なお、国土交通省が公表している賃貸借契約書のひ
な形である賃貸住宅標準契約書（第９条）に、契約期間
中の修繕に関する条項として、賃貸人が修繕する場合、

「あらかじめ、賃借人にその旨を通知し、賃借人は、修
繕の実施を拒否することができない」と規定されてい
る。建物の経年変化以外にも、自然災害に見舞われる
こともある。媒介業者は賃貸借契約の際、賃借人に対し、
賃貸人が建物の修繕をする場合があり、必要に応じて
建物内に立ち入ることも含め、賃借人は修繕を拒むこ
とができない旨を十分説明しておくことにより、修繕
に関するトラブルの防止になるであろう。

理  由  と  解  説 
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2206-R-0250　掲載日：2022年６月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用  ※参照条文は当時のものです。

監 修 者 の コ メ ン ト

○横浜地裁昭和33年11月27日　ウエストロー・ジャパン（要旨）
賃借人の賃貸物保存行為に対する認容義務は、賃貸借関係における賃借人の義務としては、附随的なものであることは明かである
が、賃借人の賃借物保管義務に関連を有するものであり、これがため賃貸借契約を為した目的を達することができない場合には賃
貸人はこれを原因として賃貸借契約を解除することができるものと解するのが相当である。
○東京地裁平成26年10月20日　ウエストロー・ジャパン（要旨）
建物賃借人は、賃貸人が行おうとする賃貸建物の保存行為に対する受忍義務を負っているから（民法第606条第２項）、建物保存の
ための調査や工事を当該賃借人の賃借部分で実施する必要があるときは、賃借人は、正当な理由なくして自己の賃借部分への立入
り等を拒むことができない。
賃貸人が協力を要請する調査や工事が本件建物の保存に必要と認められるにもかかわらず、賃借人がこれを正当な理由なくして拒
むときは、本件賃貸借契約上の債務不履行を構成する。（中略）
賃借人による漏水調査拒絶（保存行為の受忍義務違反）は、賃貸人との信頼関係を破壊し、契約関係の継続を著しく困難ならしめる
程度の不信行為に当たるというべきであり、本件賃貸借契約の解除事由になると認められる。

　　　　参 照 判 例

　本ケースでは、２階の賃借人が言う「調査や工事は１階の室内又は外壁からできるのではないか」ということが
正当かどうかで結論が決まる。そのような工事が不可能あるいは２階の点検による工事に比べて不相当な時間と
費用がかかるのであれば、そのことを２階の賃借人に十分に説明したうえで、それでも拒否するときは、賃貸借
契約の解除や損害賠償の問題になることを予告することが望ましい。

   不動産流通関連サイトのお知らせ

○（国土交通省）賃貸住宅標準契約書第９条（契約期間中の修繕）
①甲（貸主）は、乙（借主）が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、
乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
②前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、
正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

●レインズシステム改善のお知らせ
７月実施のレインズシステムの機能改善対応について
ご案内いたします。

・図面削除機能の追加
　自社の登録物件情報について登録図面をご自身で削除

できるようになりました。

・物件種別「戸建」および「外全」について
　間取に「ワンルーム」の項目を追加いたしました。

・物件種別「外全」
　「所在階」の項目を削除いたしました。

詳しい内容につきましては流通機構ホームページにて
ご確認ください。
近畿レインズ：http://www.member.kinkireins.or.jp/

●ハトサポ並びにハトサポBBのご利用は協会サイト
会員ページよりご利用いただけます
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宅建協会会員だけの宅建協会会員だけの宅建協会会員だけの宅建協会会員だけの

不動産情報
流通システム誕生！
不動産情報
流通システム誕生！
不動産情報
流通システム誕生！
不動産情報
流通システム誕生！

※ハトサポBBは、宅建協会ご所属の会員様にご利用いただけるサービスですが、一部の宅建協会では機能の全部又は一部がご利用いただけない場合がございます。詳しくはご所属の宅建協会にお問合せください。

ハトサポBBは不動産業務の入口から出口までを一気通貫でサポートします。

民間ポータル並の充実した物件登録機能物件
登録

・入力項目の留意点、エラー表示機能
・全カテゴリー一覧表示機能
・所在地、金額入力補助機能
・充実の画像登録点数
・画像簡易編集
・THETA画像登録

・YouTube動画リンク登録
・緯度経度情報自動取得機能
・流通図面作成機能
・レインズ図面登録機能
・反響ログ閲覧管理機能
・物件確認要否表示機能

物件も探しやすい多彩な検索機能物件
検索

・在庫物件検索機能
・成約物件検索機能
・会員検索機能
・エリア検索、沿線検索、学校検索、
  地図検索

・二次広告可物件表示
・マッチング・日報機能
・マイボックス機能

3大ポータル、レインズにワンストップで物件情報を出稿

マルチポータル機能物件
公開

仕入れた物件情報をお客様へ迅速にご提案物件
提案

・物件探しの傾向把握機能
・帯替え機能
・物件提案書類出力機能
・流通図面出力機能
・物件情報URL出力機能

・物件情報地図表示機能
・ルート地図表示機能
・複数物件の一括提案機能
・物件検索傾向把握機能

元付側業者が設定した物件確認「要・不要」を
客付側業者が画面上で確認

元付側業者 客付側業者

物確不要

物件確認要否表示機能物件
確認

元付側業者 客付側業者

内見

Web内見予約・承認機能内見

・内見予約承認方法「自動・手動」
設定機能

・内見予約受付日時設定機能
・内見予約不可日時設定機能
・客付側業者への伝言設定・

表示機能
・内見予約受付案件の確認

管理機能
・客付側業者とのチャット機能

・元付側業者からの伝言確認機能
・内見希望日時予約申込機能
・内見予約案件の確認管理機能
・元付側業者とのチャット機能

元付側業者 客付側業者

入居申込

Web入居申込（買付申込）・情報共有機能申込

入力した物件情報の一部を
Web書式作成システムのマスタ情報と連携し利用

Web書式システム連携機能契約

・最大申込受付数設定機能
・申込有効期限設定機能
・自社使用申込書、
  同意書アップロード機能
・客付側業者への留意点設定・

表示機能
・家賃保証会社連携機能
・客付側業者、家賃保証会社との

チャット機能
・申込受付案件の確認管理機能
・客付側業者への審査結果通知機能

・入居（買付）希望者への
  申込フォーム送信機能
・入居（買付）申込情報、
  本人確認書類受付・確認機能
・元付側業者への審査依頼

送信機能
・申込案件の確認管理機能
・元付側業者とのチャット機能

・客付側業者とのチャット機能

物件情報 マスタ
登録情報

元付側の業者さま、物件情報をご登録ください！
物件情報をお探しの会員さま、物件情報の仕入れ
等にご利用ください！
全国10万会員のネットワークで、「ハトサポBB」を
盛り上げましょう！

ハトサポBBは、宅建協会会員だけが利用できる新たな不動産情報流通システムです。

業務上の「困った！」をサポート

※一部有料コンテンツ有

流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生流通システム誕生！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

利用料
無料

ハトサポ物件登録システム

ハトサポBBサイト
（会員間物件情報サイト）

ハトマークサイト
（一般公開サイト）

レインズ 民間ポータル

ハトサポBB システム構成図 ハトサポBB ホーム画面

9/14正式オープン（7/13プレオープン）

詳細はこちらをご覧ください
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   苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理集計表・本部相談受付件数

令和４年度　苦情解決申出処理等に関する内訳 中央本部へ弁済移管済み案件の内
当年度　中央本部　審査結果分

①
前
月
末
未
解
決 

　
件
数

②
当
月
苦
情
解
決      

　
申
出
受
付
件
数

申出内容 ③
当
月
処
理
件
数

処理結果 当
月
中
央
本
部

審
査
件
数

審査結果
支
払
済
金
員
の

返
還
請
求
に
関

す
る
苦
情

会
員
に
対
す
る

支
払･

減
額
請
求

に
関
す
る
苦
情

損
害
賠
償
に

関
す
る
苦
情

物
件
に

関
す
る
苦
情

会
員
か
ら
の

支
払
請
求
に

関
す
る
苦
情

そ
の
他

解
決

弁
済
移
管

弁
済
枠
無

撤
回

認
証
拒
否

認
証

認
証
金
額

4月 15 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 59,291

5月 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月 17 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 5,170,017

7月 17 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0

計 6 2 0 4 0 0 0 4 0 3 0 1 3 0 3 5,229,308
※①＋②－③＝翌月①　※中央本部の審査件数は前年度以前に認証申出されたものを含む。

苦情申出処理　および　中央本部審査結果　報告書 苦情弁済委員会 　 令和４年７月31日現在

苦情解決申出処理案件内容集計表 令和４年７月31日現在

　項　　　　　目 内　　　　　　容 件　数 小　計

①支払済金員の
　返還請求に関する
　苦情

1　会員の履行遅滞、契約不履行、不完全履行  
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限を起因とする契約解除   
3　ローン不成立に関する契約解除
4　クーリング・オフによる解除
5　契約不成立、合意解除     
6　過払い金の返還請求
7　その他

2
0
0
0
0
0
0

２

②会員に対する
　支払・減額請求
　に関する苦情

1　売買代金・預り金等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行
2　瑕疵、数量、構造等による問題
3　その他

1
0
0

1

③損害賠償に
　関する苦情

1　契約解除に伴う手付倍返し、違約金等に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造に関する問題
3　会員の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に基づく損害賠償請求
4　抵当権抹消費用の支払請求
5　その他 

0
0
0
0
0

０

④物件に関する
　苦情

1　引渡等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造、施設に関する問題
3　抵当権の抹消請求 
4　その他 

0
0
0
0

0

⑤会員からの
　支払請求に
　関する苦情

1　解約による違約金・損害賠償等の請求に関する問題 
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限に関する問題 
3　手数料に関する問題
4　諸費用に関する問題
5　その他 

1
0
0
0
0

１

⑥その他 1　その他 0 0
合　　　　　　　　　　計 4

相
談
内
容
　
　

　　
　　    

①
業
者
に
関
す
る

　
相
談

②
契
約
に
関
す
る

　
相
談

③
物
件
に
関
す
る

　
相
談

④
報
酬
に
関
す
る

　
相
談

⑤
借
地
借
家
に

　
関
す
る
相
談

⑥
手
付
金
に
関
す
る

　
相
談

⑦
税
金
に
関
す
る

　
相
談

⑧
ロ
ー
ン
等
に

　
関
す
る
相
談

⑨
登
記
に
関
す
る

　
相
談

⑩
業
法
・
民
法
に

　
関
す
る
相
談

⑪
建
築（
建
基
法
含
）

　
に
関
す
る
相
談

⑫
価
格
等
に
関
す
る

　
相
談

⑬
国
土
法
・
都
計
法

　
等
に
関
す
る
相
談

⑭
そ
の
他 計

４月 6 （0） 24 （1） 5 （0） 8 （2） 46 （2） 2 （1） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 105（85） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （1） 199 （93）

５月 1 （0） 44 （5） 4 （0） 10 （1） 48 （7） 2 （2） 1 （1） 1 （0） 0 （0） 88（80） 2 （0） 1 （0） 0 （0） 1 （0） 203 （96）

６月 6 （0） 44 （4） 7 （0） 7 （3） 68 （3） 3 （2） 1 （1） 0 （0） 4 （1） 119 （103） 0 （0） 2 （1） 0 （0） 4 （2） 265（120）

７月 2 （0） 34 （2） 6 （1） 9 （5） 48 （8） 1 （1） 3 （2） 0 （0） 3 （1） 93（86） 2 （0） 2 （1） 0 （0） 3 （0） 206（107）

計 15 （0） 146（12） 22 （1） 34（11） 210（20） 8 （6） 6 （5） 1 （0） 7 （2） 405 （354） 4 （0） 5 （2） 0 （0） 10 （3） 873 （416）

割合（％） 1.7 0.0 16.7 2.9 2.5 0.2 3.9 2.6 24.1 4.8 0.9 1.4 0.7 1.2 0.1 0 0.8 0.5 46.4 85.1 0.5 0 0.6 0.5 0 0 1.1 0.7 100 47.7 

宅建業者相談件数416件（873件の内　47.7％）

本部相談受付件数 （　　）内は会員からの問合せ件数　　相談所運営委員会　　令和４年７月31日現在
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なくそう部落差別！

　「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止
し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する
事項の調査や報告等を規制しています。
　部落差別につながるおそれのある調査の依頼はやめましょう。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

差別のない明るい社会を築いていきましょう！

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です

お問い合わせ先
大阪府 府民文化部 
人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
　　　　　   　  　   TEL：06-6210-9282

名探偵たく
っちV

ol.35

探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV

l.35 プレゼントをリニューアル！

プレゼント

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/9uxsCwGgkhh7ACm16
2022年10月20日（木）23:59受付分まで有効とし、商品の発送を
もって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。パズルの解答・会社名・
氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

Webフォームはこちら

解答

9
リニューアルリニューアルリニューアル！！ JCB

ギフトカードを
2名に進呈

前回の答え

サユリ

Q.

① ナスビ
② サツマイモ
③ ブドウ

スタートからゴールまでた
どり、通ったルートを塗り
つぶすと現れるものは次の
うちどれでしょう？

スタート

ゴ
ー
ル
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契約書 調査査定 賃貸
グループ グループ グループ グ

ル

大阪宅建協会研修委員会 【担当事務局：荒木・福田】 ☎ ０６-６９４１-８１９７

研研修修イインンスストトララククタターー小小委委員員会会

研研修修イインンスストトララククタターー見見学学者者のの募募集集

【【研研修修イインンスストトララククタターー】】ををめめざざししまませせんんかか

おお問問合合せせ先先

４４つつののググルルーーププ ：： 重重要要事事項項説説明明書書、、契契約約書書、、調調査査、、賃賃貸貸
・・講講演演（（随随時時））・・小小委委員員会会（（毎毎月月））・・本本部部不不動動産産相相談談（（３３～～44ヶヶ月月にに11回回））

☆☆「「見見学学者者」」はは小小委委員員会会にに任任意意にに参参加加すするるここととががででききまますす。。（（66ヶヶ月月程程度度））
☆☆ 所所属属ししたたいいググルルーーププリリーーダダーーのの推推薦薦にによよっってて「「候候補補者者」」ととななりりまますす。。（（２２年年程程度度））
☆☆ 候候補補者者ととししてて講講演演ススキキルルをを磨磨きき、、研研修修委委員員会会のの認認定定講講習習試試験験（（２２年年以以内内３３回回ままでで））

にに合合格格すするるとと、、大大阪阪宅宅建建協協会会認認定定【【研研修修イインンスストトララククタターー】】ととななりりまますす。。

本本協協会会のの会会員員でで、、日日々々研研究究とと研研鑽鑽をを重重ねね、、一一定定ののススキキルルをを取取得得しし、、研研修修委委員員会会でで認認定定さされれたた
方方がが、、【【研研修修イインンスストトララククタターー】】ととななりり、、本本協協会会のの会会員員にに対対しし、、ままたた本本協協会会のの代代表表ととししてて、、
公公共共団団体体やや外外部部団団体体等等にに対対ししてて、、不不動動産産全全般般にに関関すするる「「講講師師」」をを務務めめてていいまますす。。
ままたた、、本本協協会会本本部部相相談談所所ににてて、、会会員員専専用用のの「「相相談談員員」」ととししてて活活躍躍ししてていいまますす。。

〔〔令令和和33年年度度実実績績〕〕
宅宅建建協協会会本本部部業業務務フフォォロローーアアッッププ講講習習 44回回
宅宅建建協協会会各各支支部部出出前前講講習習 1122回回
大大阪阪市市立立住住ままいい情情報報セセンンタターーへへのの講講師師派派遣遣 ５５回回
本本部部相相談談所所 会会員員専専用用相相談談員員ととししてて出出務務 ななどど

【【研研修修イインンスストトララククタターー】】ととはは？？

研研修修イインンスストトララククタターー

研研修修イインンスストトララククタターー候候補補者者

研研修修イインンスストトララククタターー見見学学者者

重説 契約書 調査 賃貸
グループ グループ グループ グループ

【研修インストラクター
小委員会構成員】

● グループ別研究・検証
● 講演資料作成
● 会員専用相談出務

((６６ヶヶ月月程程度度))

【【申申込込方方法法】】令令和和44年年1111月月2255日日((金金))ままででにに経経歴歴書書をを提提出出（（詳詳ししくくははおお問問いい合合わわせせ下下ささいい））

活活 動動

スステテッッププ

要要 件件

〔〔必必須須〕〕宅宅地地建建物物取取引引士士
〔〔いいずずれれかか〕〕①①本本部部不不動動産産相相談談員員 ②②支支部部不不動動産産相相談談員員 ③③実実務務経経験験22年年以以上上

④④不不動動産産キキャャリリアアパパーーソソンン資資格格登登録録者者 ⑤⑤不不動動産産ココンンササルルテティィンンググママススタターー資資格格登登録録者者
⑥⑥宅宅建建ママイイススタターー資資格格登登録録者者 ⑦⑦賃賃貸貸不不動動産産経経営営管管理理士士資資格格登登録録者者

ググルルーーププリリーーダダーーのの推推薦薦

【【研研修修委委員員会会認認定定】】

認認定定講講習習試試験験合合格格

〔〔次次のの要要件件をを満満たたすすもものの〕〕①① 直直近近55年年以以内内にに本本協協会会のの処処分分歴歴ががなないい。。
②② 本本協協会会会会費費のの未未納納ががなないい。。
③③ 業業務務研研修修受受講講歴歴がが直直近近33年年以以内内22//33以以上上。。
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PCからは
検索大阪宅建協会
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発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
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令和4年9月15日発行（毎月15日発行） 通巻640号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

協会ＨＰに簡単アクセス

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

9
september

vol.640

2022

vol.64092022

大阪宅建 女性部会主催
参加費
無料

講 師 三代目 氏桂 春蝶
実父である二代目桂春蝶の死をきっかけに落語家になることを決意。
2011年には東京に拠点を移し活動の幅を広げる。
近年「桂春蝶の落語で伝えたい想い。」をシリーズ化し「明日ある君へ～知覧特攻物語～」「約束の海～
エルトゥールル号物語」「手紙～親愛なる子供たちへ～」など新作落語を次々と発表。
また、ピアニスト西村由紀江さんとの完全コラボレーションによる落語も話題となる。2015年２月７日
芸能生活20周年記念特別公演として開催した上方落語家初となるフェスティバルホールでの独演会は
2700枚のチケットも完売するなど成功を納めている。

テーマ 過去 ・歴史を学んで明るく正しい未来へ
　～桂春蝶 命の落語シリーズ「ひめゆり学徒隊」創作秘話～

日時　2022年１１月１７日（木）１４時～
形式　対面＋Ｗｅｂライブ配信（Zoom）
　　　　対面 ： 大阪府宅建会館２階会議室 大阪市中央区船越町2-2-1

対象　大阪宅建の会員 ・ 従業者 ・ 会員家族 ※男性もお申込み可能

定員　対面 ５０名、 Web（Zoom） ２００名
　　　　※いずれも先着順

・対面参加の皆様は、感染対策（事前検温・マスク等）をお願いいたします。
・新型コロナウイルスの感染状況によっては、 Web形式のみに変更する場合がございます。

《ご注意》

【お問合せ】 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会  企画事業部　担当：上田　☎ 06-6809-4461

お申込み 右 QRコード(申込みフォーム)もしくは  以下 申込書(FAX)よりお申し込みください。

https://forms.gle/2SMk3J29DdovqLP67

申込書 下欄に必要事項をご記入のうえFAXにてお送りください。【送付先FAX番号】 06-6809-4462

ご氏名
(フリガナ)

区分 代表者　従業者　会員家族

対面　　Web(Zoom)参加
方法

商号 所属
支部

TEL FAX

Ｅメール
アドレス

※Web(Zoom)参加の方へは開催日の７日前頃に招待メール（ID/パス）を記載のメールアドレスへ送付します。
※定員を超えた場合のみ連絡させていただきます。

地域に根差すために、
幅広い活動を続ける不動産会社。
地域に根差すために、
幅広い活動を続ける不動産会社。
♪国土交通大臣表彰を受賞
♪Osaka  Metroとの“まちづくり対談”を開催
♪令和４年度第２回不動産業務研修会のご案内
♪ハトサポBBが正式オープン

特集特集




